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上 記 審 査 請 求 人 （ 以 下｡ 「 審 査丿請 求 人 」 と い う 。） か ら 平 成20 年7  n  23  0 付 け で 提 起 の あ

●　　　　　　　　　　　・　　` 　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　●つ た 、　　　 福 祉 事 務 所 長 （ 以 下 「処 分 庁 」 と い う 。）:が 生 活 保 護 法（昭 和25 年 法 律 第144皿　　　　　　　　　　　　　　　
。

号 。) H24 条･の 規 定 に 基 づ き 平 成20 咏 ７ 月18 日 絛 け㎜ 第267 号 で 行 っ た 保 護 申 請 却 下

処 分 （ 以 下 「 本 件 処 分 」 と い う 。） に 対 す る 審 査 請 求 に つ い て 、 次 め ’と お り 裁 決 す る 。

主文

本件処分を取り消す。

理由　　　　　　二　　　∧　犬　’･　　　　　　　　ｙ
第丿　審査請求の趣旨および理由　　　匸
・（1）審査請求の趣旨　　 ／　　．　　　　レ
ノ　　　本件処分を取り消す、との裁決を求める．　　 十
（2）審査請求の理由　　　　　／
・　　処分庁が行った本件処分は、独自の見解により行われており、違法であること
から本件処分は不当として、その取消しを求める． ．‘　．=

第27　認定事実および判断　　　レ ．･･　　．・．･　　　　　　　　　、　………
・（!）認定事実　 レ　　一　　　　　　　　　 ／　　　　　∧

審査請求人から提出のあった審査請求書および反論書ならびに処分庁から提出
のあった弁明書およ･ぴ関係資料によれば、次の事実が認められる．
平成20年６月30日卜　 審査請求人が生活保護を申請する．
平成20年７月３日　　処分庁が初動調査のため、審査請求人宅を家庭訪問したと

平成20年７月15日
平成20年７月18日

ころ、● だ㎜ 踟り居してしヽることを確認する。
処分庁が　　の転居を確認する。● ユ
処分庁が、＼審査請求人に同居している●? 稼働能力不活

用を理由に本件処分を行う。



（2）。判断‥‥‥‥‥‥‥　 ‥ ‥ ‥‥､‥　　　 ‥　　　　　　　　　　　 ……　……　　 。‥　… …

生 活 保護 法に よる 保護の実 施要領 （昭 和38 年４月１日社発 第246 号厚生 省社会

局 長 通知。 以下 「局 長通 知」 とい う6 ） に つい て第10 の ３に よる と 、 保護 の開始

時 期 は、･急 迫 保護の 場合 を除 き、原 則 と して 、申請のあった 日以 降 に おいて要 保

護状 態にあ る と判 定され た日･とさ れて い る。 つまり仮に 申請 時に 、 保 護の要件 を

■　　　　　　　　　　　　　　ｉ　　　　●　　　　　　・　　　●具 備して いな くて も4 処 分時まで に 保護 の 実施機関が客観的に 要 保 護状態 にある

＼こ とを確 認 できた ので あれば、 その 確認 した時点から保護は開 始 す ること となる

も ので ある。ヶ　　　　　　　　　　･卜　　　　　　　　　　　 匸

今回 処分 庁は、審査請 求人から 平成20 年６ 月30 日付けで生 活保 護 申 請を受 理し、

平成20^7 月３日に初動調洫を行うため居宅を訪問したところ、糒7) 存在が確
認できたことから、　　から粫僅i能力や居住実態など聴取したうえで、審査請求●

人と癲 は同Ｔ世帯であると扈定した．その上でヽ ● には稼働能力があるもの
の活用していないとして平成20年７月18 日に保護申請を却下決定 したものであ
り、保護の要否の判断はあくまで申請日現在で行うものであると主張している。

確かに、通常保護の決定または実施に際しては、一般的に保護申請時における
・申請者世帯の資産や収入め状況を把握することにより判新しiて いるものである

が、今回iX）I場合、保護罘軛を満だしていないとされた世帯認衵 二おいて、●t
近日中に転出することを処分庁は申請書膏受理した時点で把握していること、お

■■　　　　　　　　　｀　’　　　　　丶　　　　　　　　　　　・よぴ平成20年７月15日に● の転居を確認していることを勘案すると4 処分庁が
７月､18日に処分を決定した時点においては、前提となる世帯認定に変化が生じて

いるものであり、処分庁が審査請求人の保護を要する状態について適切な判断を
行ったと’認めることはできないものである。 二　・　　　　　　　　　　 ‥

以上により、処分庁の行った本件処分については、保護の要否判定の決定に誤

りがあり、審査請求､人の主張には理由があるため、行政不服審査法（昭和37年法
律第160 号）第40条第;Ei項の規定に基づき、主文のとおり裁決する。

なお4 審査請求人は世帯分離の違法性についても主張しているが√世帯分離が
認められる要件については、局長通知第ｉの２により、世帯分離の対象となる者

が収入を得ていない場合にも適用されるという審査請求人の解釈には、世帯の自

立助長が見込めないことから無理があり、違法不当な点は認められないＯ

平成２ ０年１２月４日

審査庁　滋賀県知事　　嘉田　由紀
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